
新型コロナウイルスに関する保険税（料）の減免があります
　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した方は、国民健康保険税・後期高齢者医療保険
料の減免が受けられる場合があります。７月中旬ごろにお送りする税（料）額決定通知書に減免制度の概
要を同封しますので、減免要件をご確認ください。

医療費が高額になりそうな場合は事前に申請しましょう
　医療機関などに支払う１カ月の医療費が一定額（自己負担限度額）を超えた場合、超えた分は申請によ
り高額療養費として後から支給されますが、あらかじめ「限度額認定証」を医療機関に提示することで、
支払額が一定額までの負担で済むようになります。また、住民税非課税世帯の方は、認定証を提示するこ
とで入院時の食事代も減額されます。認定証の交付は、事前に申請手続きが必要です。

現在認定証をお持ちの方へ
　現在お使いの認定証は、７月 31日で有効期限が切れます。
　国民健康保険加入の方で、８月以降も認定証が必要な方は更新手続きをしてください。
　※後期高齢者医療の方は、更新手続きは不要です。
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老人医療費助成事業（県老）の手続き
　対象の方が医療機関にかかった時の保険診療にかかる自己負担額の一部が助成されます。助成を受
けるには受給者証の交付申請が必要です。審査を受けて認定された方には「県老受給者証」を交付し
ます。
次のすべてに該当する方
・国民健康保険加入者または被用者保険加入者
・65歳から 69歳までのひとり暮らしの方、または寝たきりの方
・前年の所得金額の合計が 125 万円以下の方
※ ひとり暮らしの場合でご家族の会社の健康保険の被扶養者になっている方、仕送りをもらっている方は対象になりません。

助成内容
　医療機関で支払う一部負担金が２割になります。また、１カ月の自己負担額が一定額を超えた場
合や、県外の医療機関を受診したときは、申請することで医療費の助成が受けられます。

手続きに必要なもの
　健康保険証、印鑑

医療費負担の軽減のためにジェネリック医薬品を 
利用しましょう

　高騰する医療費を抑制し、医療機関窓口での一部
負担金や保険税などの軽減のために、ジェネリック
医薬品（後発医薬品）を利用しましょう。
　ジェネリック医薬品を希望するときは、かかりつ
けの医師や薬剤師にご相談ください。

ジェネリック
医薬品
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